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３章 基本的事項 

（１）対象とする災害 

本計画では、地震災害及び水害、その他自然災害を対象とする。北海道では、北海道に影響を

及ぼす可能性がある地震モデルを設定し、各市町村における地震被害想定を行っており、音更町

では表 1-3-1 に示す被害が想定されている。 

図 1-3-1 に示すように十勝地方には十勝平野断層帯があり、主部と光地園断層からなる。断層

帯主部は、足寄町から帯広市を経て幕別町に至る断層帯であり、断層の東側が相対的に隆起する

逆断層であるといわれている。 

この断層の長期評価は、平成 17 年 4 月に地震調査研究推進本部地震調査委員会から発表されて

おり、本断層の評価については、過去の活動時期が明らかでないため、通常の活断層評価とは異

なる手法により地震発生の確率を求めている。そのため信頼度は低いものの、わが国の断層の中

では、今後 30 年間に地震が発生する可能性がやや高いグループに属している。 

したがって災害廃棄物発生量等の推計を行う災害としては、最も被害が大きく災害廃棄物発生

量が多いと想定される十勝平野断層帯主部（モデル 45-5）の地震とする。 

 

表 1-3-1 音更町で想定される災害（地震） 

項目 内容 

想定地震 十勝平野断層帯主部（モデル 45-5）の地震 

最大震度 6.5  

建
物
被
害 

全壊 384 棟 

半壊 1,469 棟 

焼失棟数 24 棟 

避難者数 9,766 人 

(避難所生活者数) (6,348 人) 

※地震モデルの発生時刻は避難者数が最も多い冬の夕方を想定している。 

出典：全道の地震被害想定調査結果 北海道（平成 30 年 2 月公表） 

 

水害については、十勝川と音更川による洪水被害を想定する。北海道開発局による十勝川と音

更川の浸水想定区域図（図 1-3-2）をもとに、建物被害棟数及び世帯数を整理した。本計画では、

水害による浸水深に応じた建物被害区分として西日本豪雨の事例を踏まえ、床上 1.8ｍ以上の浸水

域を全壊判定とし、北海道では高床式の住宅が多いことから 0.5m 以上の浸水深から被災すると

想定したうえで、建物被害棟数を表 1-3-2 のように整理した。 

 水害による避難者数は、1 棟あたり 1 世帯と仮定し建物被害棟数から被災世帯数を整理した。

被災世帯数に本町の平均世帯人員（令和元年 2.16 人/世帯）を乗じることで避難者数を算出した。 
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表 1-3-2 音更町で想定する災害（水害） 

項目 建物被害区分 内容 

想定水害 － 十勝川・音更川の水害 

浸

水

深 

1.8m～ 全壊 4,128   棟 

1.5m～1.8m 半壊 1,072   棟 

1.0m～1.5m 床上浸水 2,062 世帯 

0.5m～1.0m 床下浸水 2,195 世帯 

避難者数 
（避難所生活者数を含む） 

20,428   人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-1 被害想定とする対象地震 

出典：全道の地震被害想定調査結果 北海道（平成 30 年 2 月公表）概要版より引用 
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図 1-3-2 十勝川、音更川の浸水想定区域図 

 

※出典：十勝川水系十勝川洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 

    十勝川水系音更川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）、国土交通省北海道開発局 帯広開発建設部 

 

 

 

 

十勝川水系十勝川浸水想定区域図 十勝川水系音更川浸水想定区域図 
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（２）対象とする災害廃棄物 

 本計画において対象とする災害廃棄物は、地震や豪雨などの自然災害により発生する廃棄物及

び被災者や避難者の生活に伴い排出される廃棄物であり、種類は表 1-3-3 のとおりである。 

表 1-3-3 災害廃棄物の種類 

区分 種類 内容 

生
活
に
伴
い
発
生 

①
被
災
者
や
避
難
者
の 

生活ごみ 家庭から排出される生活ごみ 

避難所ごみ 避難所から排出される生活ごみなど 

し尿 仮設トイレ等からの汲み取りし尿 

②
地
震
や
水
害
等
の
災
害
に
よ
っ
て
発
生
す
る
廃
棄
物 

可燃物 

可燃系混合物 

繊維類、紙、木くず、プラスチック等が混在した可燃性廃棄物 

木くず 柱・はり・壁材などの廃木材 

畳・布団 被災家屋から排出される畳・布団であり、被害を受け使用できなくなったも

の 

不燃物 

不燃系混合物 

分別することができない細かなコンクリートや木くず、プラスチック、ガラ

ス、土砂（土砂崩れにより崩壊した土砂、津波堆積物※等）などが混在し、

概ね不燃系の廃棄物 

※海底の土砂やヘドロが津波により陸上に打ち上げられ堆積したものや、陸

上に存在していた農地土壌などが津波に巻き込まれたもの 

コンクリート

がら等 

コンクリート片やコンクリートブロック、アスファルトくずなど 

金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材など 

廃家電 4 品目 被災家屋から排出される家電 4 品目（テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、エアコ

ン、冷蔵庫・冷凍庫）で、災害により被害を受け使用できなくなったもの 

※リサイクル可能なものは各リサイクル法により処理を行う。 

小型家電 

その他家電 

被災家屋から排出される小型家電等の家電 4 品目以外の家電製品で、災害に

より被害を受け使用できなくなったもの 

腐敗性廃棄物 被災冷蔵庫等から排出される水産物、食品、水産加工場や飼肥料工場等から

発生する原料及び製品など 

有害廃棄物 

危険物 

石綿含有廃棄物、PCB、感染性廃棄物、化学物質、フロン類、CCA（クロ

ム銅砒素系木材保存剤使用廃棄物）・テトラクロロエチレン等の有害物質、

医薬品類、農薬類の有害廃棄物。太陽光パネルや蓄電池、消火器、ボンベ類

などの危険物等 

廃自動車等 自然災害により被害を受け使用できなくなった自動車、自動二輪、原付自転

車 

※リサイクル可能なものは各リサイクル法により処理を行う。 

※処理するためには所有者の意思確認が必要となる。仮置場等での保管方法

や期間について警察等と協議する。 

その他、適正処

理が困難な廃

棄物 

ピアノ、マットレスなどの地方公共団体の施設では処理が困難なもの（レン

トゲンや非破壊検査用の放射線源を含む）、漁網、石膏ボード、廃船舶（災

害により被害を受け使用できなくなった船舶）など 

※②は選別後の分類であり、災害時には上記のものが混合状態で発生する場合が多い。 

出典：環境省災害廃棄物対策指針（平成 30 年 3 月）p.1-9、p.1-10 を編集 
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（３）災害廃棄物処理の基本方針 

１）対策方針 

 災害廃棄物の処理に関する基本方針を表 1-3-4 に示す。 

 

表 1-3-4 災害廃棄物の処理に関する基本方針 

基本方針 内容 

衛生的かつ迅速な処理 

大規模災害時に大量に発生する廃棄物について、生活環境

の保全及び公衆衛生上の支障がないよう、適正な処理を確

保しつつ、円滑かつ迅速に処理することとし、状況に応じ

て可能な限り短期間での処理を目指す。 

分別・再生利用の促進 

災害廃棄物の埋立処分量を削減するため、災害現場や仮置

場での適正分別を徹底し、可能な限り再生利用、再資源化

を推進する。 

処理の協力・支援、連携 

平時に利用している廃棄物処理施設を最大限活用する。被

災状況等に応じて、北海道や国、他地方自治体及び民間事

業者等の協力・支援を受けて処理する。 

環境に配慮した処理 
災害廃棄物の処理現場の周辺環境等に十分配慮して処理

を行う。 

※環境省災害廃棄物対策指針、大規模災害時における災害廃棄物対策行動指針を参考に作成 

 

２）処理期間 

 発生から概ね 3 年以内の処理完了を目指すが、災害の規模や災害廃棄物の発生量に応じて適切

な処理期間を設定する。 

 

（４）処理主体 

 災害廃棄物は、一般廃棄物とされていることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下

「廃棄物処理法」という。）第 4 条第 1 項の規定により、音更町が第一義的に処理の責任を負う。 

 災害廃棄物は、災害の規模によって大量に発生するため、処理が長期間に及ぶ場合や処理施設

の被災等により処理能力が不足する場合は、必要に応じて国、道、他市町村、民間事業者等に支

援を要請する。 

 なお、地方自治法の第 252 条の 14（事務の委託）の規定により、音更町が地震や水害により甚

大な被害を受け、道等の支援を受けてもなお適切な事務処理ができない場合には、道に事務委託

を行うこととする。 
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（５）地域特性とごみ処理体制 

１）地形・地勢・気候 

 音更町は図 1-3-3 に位置し、十勝総合振興局管内に属している。北海道の東部、十勝平野のほ

ぼ中央にあり、南は十勝川をへだてて帯広市及び幕別町に、北は士幌町、西は鹿追町、芽室町、

東は池田町に接している。全体の広さは、東西 28.7km、南北 32.8km で、総面積は 466km2とな

っており、東部の長流枝内丘陵を除いて概ね平坦である。 

 地質構造的には、関東平野に類似する構造盆地をなすといわれ、造盆運動による数度の沈降と

上昇を繰り返し、十勝平野中央付近に河川が集中する特異な河川形態をとる一大構造盆地を形成

している。 

 平野の大部分は、東部の洪積台地である豊頃丘陵地、北部の然別火山群の裾に広がる隆起扇状

地、西部の日高山脈を背にし、北は新得から南は広尾に連なる広大な複合扇状地と河岸段丘から

なる台地で、表層は樽前山、十勝岳、恵庭岳、支笏火山等から噴出した火山灰で覆われている。 

 大雪山系に源を発する大小多くの河川が流れており、音更川を中央に士幌川、然別川が北から

南に貫流し、南端で十勝川と合流している。いずれの河川も市街地形成地帯を流れている。地質

もよく、各種農産物の育成に適しており、道内でも屈指の穀倉地帯となっている。 

 地域的には、温帯中北部に属した寒暖差の激しい大陸性気候地帯に属し、季節的には夏季の高

温、乾燥の循環が顕著で、年間を通して晴天日数が多く、湿度も比較的低い。平成 15 年から令和

元年までの年平均気温は 6.4℃、年平均降水量は 831.2mm、年平均日照時間は 1981.7 時間とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-3 音更町の位置 



9 

 

表 1-3-5 平成 15 年から令和元年の降水量、気温の推移 

年次 

降水 気温 

年降水
量(mm) 

最大日
降水量
（mm） 

起日 
（月/日） 

最大 1
時間降
水量
（mm） 

起日 
（月/日） 

平均
気温
（℃） 

最高
気温
（℃） 

起日 
（月/日） 

最低
気温
（℃） 

起日 
（月/日） 

平成 15 年 708  105   8 月 9 日 22  8 月 10 日 5.5 30.0  8 月 23 日 -28.4 2 月 6 日 

平成 16 年 718  48  7 月 9 日 28  8 月 1 日 6.7 35.5  7 月 31 日 -26.3 1 月 26 日 

平成 17 年 719  103  9 月 7 日 15  9 月 7 日 5.9 33.3  8 月 5 日 -28.3 1 月 26 日 

平成 18 年 948  111  8 月 18 日 28  6 月 24 日 6.4 34.1  8 月 8 日 -27.8  1 月 6 日 

平成 19 年 691  55  9 月 7 日 11  9 月 7 日 6.4 36.2  8 月 14 日 -22.2  2 月 14 日 

平成 20 年 565  39  7 月 12 日 26  7 月 12 日 6.4 32.8  8 月 6 日 -26.6  2 月 25 日 

平成 21 年 1,016  46  6 月 11 日 11  9 月 13 日 5.8 32.2  8 月 11 日 -24.8  12 月 17 日 

平成 22 年 1,032  82  8 月 12 日 20  8 月 8 日 7.0 34.5  6 月 26 日 -28.0  2 月 4 日 

平成 23 年 819  68  7 月 14 日 13  10 月 7 日 6.6 33.5  8 月 11 日 -24.2  1 月 30 日 

平成 24 年 1,033  126  5 月 4 日 53  8 月 6 日 6.0 33.1  8 月 27 日 -28.1  1 月 26 日 

平成 25 年 851  75  9 月 16 日 16  9 月 16 日 6.3 33.3  7 月 7 日 -26.7  1 月 11 日 

平成 26 年 816  57  8 月 11 日 13  7 月 17 日 6.6 37.8  6 月 3 日 -25.9  2 月 8 日 

平成 27 年 626  51  3 月 10 日 12  8 月 11 日 7.2 35.7  7 月 12 日 -26.7  2 月 4 日 

平成 28 年 1,050  81  8 月 17 日 22  8 月 17 日 6.4 33.1  5 月 22 日 -24.4  2 月 2 日 

平成 29 年 790  83  9 月 18 日 24  7 月 16 日 6.3 36.2  7 月 15 日 -29.1  1 月 24 日 

平成 30 年 1,022  58  8 月 16 日 34  8 月 22 日 6.8 33.5  8 月 1 日 -25.4  2 月 19 日 

令和元年 726  51  8 月 9 日 15  8 月 8 日 7.1 37.7  5 月 26 日 -24.9  2 月 9 日 

 

年次 

風速 日照 積雪 

平均風速

(m/s) 

最大風速

（m/s） 

起日 

（月/日） 

年間日照時間

（時間） 

最深積雪

（cm） 

起日 

（月/日） 

平成 15 年 2.1  14  3 月 8 日 1,823.9  87  1 月 8 日 

平成 16 年 2.2  13  4 月 21 日 2,073.0  111  2 月 23 日 

平成 17 年 2.1  11  9 月 8 日 2,031.2  82  2 月 23 日 

平成 18 年 2.1  14  10 月 8 日 1,885.0  51  1 月 11 日 

平成 19 年 2.0  14  1 月 7 日 2,018.9  41  12 月 29 日 

平成 20 年 2.0  14  2 月 24 日 1,842.2  51  1 月 24 日 

平成 21 年 2.0  14  8 月 18 日 1,910.0  79  2 月 14 日 

平成 22 年 2.2  12  3 月 21 日 1,886.3  72  1 月 6 日 

平成 23 年 2.3  15  5 月 2 日 2,051.0  52  12 月 23 日 

平成 24 年 2.0  16  4 月 4 日 1,842.8  76  2 月 27 日 

平成 25 年 2.2  13  4 月 8 日 1,924.7  72  2 月 8 日 

平成 26 年 2.3  13  5 月 17 日 2,149.5  62  12 月 17 日 

平成 27 年 2.3  14  10 月 8 日 2,072.5  80  3 月 4 日 

平成 28 年 2.3  13  4 月 30 日 1,997.7  97  2 月 29 日 

平成 29 年 2.2  12  1 月 16 日 2,121.0  63  12 月 23 日 

平成 30 年 2.1  12  
4 月 27 日 

9 月 5 日 
1,955.0  106  3 月 1 日 

令和元年 2.4  13  8 月 9 日 2,104.6  33  3 月 7 日 

※令和元年度版音更町統計書より 
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２）人口 

 平成 22 年度から令和元年度までの 10 年間の人口及び世帯数を表 1-3-6、図 1-3-4 に示す。 

 人口は平成 22 年度をピークとし、以降は減少傾向にある。一方、世帯数は増加を続けており、

過去 10 年間で約 1,000 世帯増加している。1 世帯あたり人口は減少を続けており、過去 10 年間

で 0.22 人/世帯減少している。 

 

表 1-3-6 音更町の人口・世帯数 

年度 
人口 世帯数 1世帯あたり人口 

人 
前年度 

からの増減 
世帯 

前年度 
からの増減 

人口/ 
世帯 

前年度 
からの増減 

平成22年度 45,600 - - 19,169 - - 2.38  -  - 

平成23年度 45,564 -36 -0.1% 19,293 124 0.6% 2.36  -0.02  -1.1% 

平成24年度 45,466 -98 -0.2% 19,461 168 0.9% 2.34  -0.02  -1.0% 

平成25年度 45,408 -58 -0.1% 19,639 178 0.9% 2.31  -0.03  -0.8% 

平成26年度 45,378 -30 -0.1% 19,792 153 0.8% 2.29  -0.02  -1.1% 

平成27年度 45,211 -167 -0.4% 19,932 140 0.7% 2.27  -0.02  -1.2% 

平成28年度 45,136 -75 -0.2% 20,150 218 1.1% 2.24  -0.03  -1.0% 

平成29年度 44,855 -281 -0.6% 20,234 84 0.4% 2.22  -0.02  -1.2% 

平成30年度 44,379 -476 -1.1% 20,256 22 0.1% 2.19  -0.03  -1.2%  

令和元年度 44,136 -243 -0.5% 20,418  162  0.8%  2.16  -0.03  -1.3%  

※住民基本台帳年度末数値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-4 平成 22 年度から令和元年度までの人口及び世帯数の推移 
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３）産業 

平成 27 年の産業別就業人口を表 1-3-7 に示す。卸売・小売業が最も多く、全体の約 16％とな

っている。次いで医療・福祉、農業の順となっている。また、道内主要都市の人口比率と比べる

と、農業の比率が高くなっている。 

 

表 1-3-7 産業別就業人口の内訳 

                                  (単位：人) 

区分 
音更町 

（参考）北海道・道内主要都市の

人口比率 

人口 比率 北海道 札幌市 帯広市 

農 業 2,612  12.2%  5.4%  0.4%  4.7%  

林 業 82  0.4%  0.3%  0.0%  0.2%  

漁 業 4  0.0%  1.3%  0.0%  0.0%  

第 1 次産業計 2,698  12.6%  7.0%   0.5%  4.9%  

鉱業、採石業、砂利採取業 9  0.0%  0.1%  0.0%  0.1%  

建設業 1,887  8.8%  8.4%  7.8%  9.1%  

製造業 1,868  8.7%  8.4%  6.3%  8.7% 

第 2 次産業計 3,764  17.6%  16.9%  14.0%  17.9%  

電気・ガス・熱供給・水道業 113  0.5%  0.5%  0.5%  0.4%  

情報通信業 135  0.6%  1.7%  3.7%  0.8%  

運輸業、郵便業 1,087  5.1%  5.4%  5.4%  5.4%  

卸売業、小売業 3,486  16.3%  15.5%  17.2%  17.3%  

金融業、保険業 399  1.9%  2.0%  3.0%  2.2%  

不動産業、物品賃貸業 262  1.2%  1.9%  3.0%  1.7%  

学術研究、専門・技術サービス業 596  2.8%  2.6%  3.8%  2.6%  

宿泊業、飲食サービス業 1,200  5.6%  6.0%  6.1%  6.1%  

生活関連サービス業、娯楽業 693  3.2%  3.6%  3.7%  3.8%  

教育、学習支援業 963  4.5%  4.3%  4.6%  4.1%  

医療、福祉 2,952  13.8%  13.4%  13.4%  13.3%  

複合サービス事業 384  1.8%  1.3%  0.7%  1.0%  

サービス業(他に分類されないもの) 1,203  5.6%  7.0%  8.3%  6.0%  

公務(他に分類されるものを除く) 850  4.0%  5.2%  3.7%  5.7%  

第 3 次産業計 14,323  66.8%  70.4%  76.5%  70.3%  

分類不能 647  3.0%  5.5%  9.0%  6.9%  

総数 21,432  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  

出典：平成 27 年国勢調査 
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４）平常時のごみ処理 

 音更町が処理対象とするごみは、廃棄物処理法に基づき、各家庭から排出される家庭系ごみと

事業所から排出される事業系ごみ（事業系一般廃棄物）に分けられる。 

 家庭系ごみについては、町が収集ごみとして収集運搬するか、排出者がくりりんセンターへ自

己搬入するものとしている。 

 事業系ごみについては、事業者が許可業者に収集を委託、またはくりりんセンターへ自己搬入

としている。 

 図 1-3-5に平常時のごみ処理フローを示す。ごみ処理の区分は大きく分類すると、「燃やすごみ」、

「燃やさないごみ」、「資源ごみ」、「大型ごみ」である。 

 音更町のごみは、音更町が家庭系ごみの収集・運搬を行っているが、中間処理及び最終処分は、

十勝管内の 13 市町村による十勝圏複合事務組合において設立して共同処理している。 

 

ア）燃やすごみ 

 くりりんセンターの焼却施設へ搬入し、全量焼却処理している。焼却残渣は、最終処分場（う

め～るセンター美加登）で埋立処分している。 

 

イ）燃やさないごみ、大型ごみ 

 くりりんセンターの大型・不燃ごみ処理施設へ搬入し、破砕処理後に各種選別機により、鉄、

アルミ、不燃物、可燃物、プラスチックに選別している。不燃物や破砕不適物等は最終処分場で

埋立処分している。また、燃やさないごみの中に含まれている有害・危険ごみのうち、乾電池・

蛍光管は搬入時に搬入者自ら選別し、別途保管して再資源業者に引き渡す。 

 

ウ）資源ごみ 

 十勝圏複合事務組合が処理を委託している十勝リサイクルプラザへ搬入している。缶類、ガラ

スびん、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装は選別・圧縮等の再資源化処理

を行っている。 
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図 1-3-5 平常時のごみ処理フロー(令和元年度) 

12,948 t          44,136 人 

11,965 t 983 t 

3,050 t 8,915 t 
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25.1 % 
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1,020 t 
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1,647 t 
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表 1-3-8 に示すとおり、音更町における令和元年度のごみ総排出量は 12,948 t であり、音更町

の一人一日当たりのごみ排出量は 802 g/人・日となっており、近年ほぼ横ばいの状況である。 

 

表 1-3-8 音更町のごみ排出量及び処理・処分量の推移 

区分 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

総排出量 (t) 13,472 13,314 13,140 13,114 13,019 12,948 

資源化量 (t) 3,691 3,633 3,265 3,388 3,256 3,249 

埋立処分量 (t) 1,764 1,705 1,715 1,708 1,682 1,651 

一人一日当たりごみ
排出量 (g/人・日) 

811 805 798 801 804 802 
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５）分別区分 

 ごみ区分と排出方法を表 1-3-9 に示す。 

表 1-3-9 ごみの区分と排出方法 

収集区分 代表品目 排出方法 

燃やすごみ 
木・草類（太さが 5cm 以下）、生ごみ、紙類（ちり紙、ハガキ、
封筒など）、たばこの吸いがら、布類、食用油など 

町の指定袋に入れて排出 
※ボランティア清掃ごみは透
明・半透明の袋で排出 

 おむつ類 紙・布おむつ、尿とりパッド、お尻拭き 
汚物を取り除いてから透明・
半透明袋に排出 

燃やさないごみ 
小型電化製品、金属類（なべ、やかん、フライパンなど）、皮革、
ゴム製品、プラスチック製品、金属キャップ、アルミ類など 

町の指定袋に入れて排出 
※ボランティア清掃ごみは透
明・半透明の袋で排出 

 

有害ごみ 乾電池（充電電池・ボタン電池を除く）、水銀体温計、蛍光管 
それぞれ別々に透明・半透明
の袋に「有害ごみ」と表示し
て排出 

危険ごみ 刃物・針、ガラス・陶器・鏡、ライター（使いきったもの）など 
紙などに包んでから、透明・
半透明の袋に「危険ごみ」と
表示して排出 

資
源
ご
み 

缶類 
ジュース、ビール、缶詰 など 
※スプレー缶・カセットボンベは使い切り、穴を開けずに排出 

種類別に、透明・半透明の袋
に入れて排出 

びん類 
ジュース、ドリンク剤、洋酒、ジャムなど 
※化粧品のびんは燃やさないごみへ 

ペットボトル 
ジュース、焼酎、醤油など 
※キャップ・ラベルはプラ容器包装へ 

紙製容器包装 
原則、  マークが表示されたもの 
パック類（内側が銀色のもの）、包装紙類、紙缶・カップ缶、台
紙類、ふた類、紙袋類、紙箱類 

プラスチック
製容器包装 

原則、  マークが表示されたもの 
ボトル類、キャップ類、包装用フィルム類、レジ袋・ポリ袋、チ
ューブ類、プラスチック容器・カップ容器、白色・色付きトレイ、
発泡スチロール・保護材、ネット類 

ダンボール ダンボール（解体したもの） 

ひもで縛って排出 

新聞紙 新聞紙 

雑誌・チラシ類 
ノート、チラシ、コピー用紙、トイレットペーパーの芯、ラップ
の芯も対象 

紙パック 内側が白いもの 

大型ごみ 

・指定袋に入らないもの、重さが 10kg 以上あるもの 
（家具、ふとん、カーペット、自転車など） 

・レンガやブロック、コンクリート片など（割れたものを含む）
は処理困難物として 10kg 未満でも対象 

※以下のものは収集対象外 
 ・最大の辺又は径が 2m を超えるもの 
 ・体積が 2m3 を超えるもの 
 ・重さが 100kg を超えるもの 
 ・太さが 20cm を超える樹木や材木 

・事前申し込みによる戸別収
集 

・ごみ重量に応じたごみ処理
券を購入して、大型ごみに
貼り付けて排出 

在宅医療ごみ 

注射針、薬剤等が入っていた容器など 
 
※かかりつけの病院で在宅医療ごみを処理していない場合に収
集可能 

 

・注射針、資源ごみ以外を透
明・半透明袋に「医」と表
示して排出 

・注射針は、袋に入れる前に、
ペットボトル等の貫通しな
い容器に入れておく。 
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６）収集運搬 

 音更町のごみ収集は戸別収集とステーション収集を併用している。分別区分ごとの収集頻度及

び収集料金を表 1-3-10 に示す。収集範囲を 14 地区に分けて、週 6 日（月～土）で収集しており、

収集地区ごとに決められた曜日に排出している。 

表 1-3-10 収集頻度及び収集料金 

ごみ区分 収集頻度 料金 

燃やすごみ 週 2回 

5ℓ×10枚 150円（税込）→3円/ℓ 

10ℓ× 5枚 150円（税込）→3円/ℓ 

15ℓ× 5枚 225円（税込）→3円/ℓ 

30ℓ× 5枚 450円（税込）→3円/ℓ 

45ℓ× 5枚 600円（税込）→約 2.7円/ℓ 

※ボランティア清掃ごみは無料 

 うち、紙・布オムツ 
週 2回 

燃やすごみと同じ曜日に収集 
無料 

燃やさないごみ 隔週 1回又は週 1回 

5ℓ×10枚  150円（税込）→3円/ℓ 

15ℓ× 5枚 225円（税込）→3円/ℓ 

30ℓ× 5枚 450円（税込）→3円/ℓ 

45ℓ× 5枚 600円（税込）→約 2.7円/ℓ 

※ボランティア清掃ごみは無料 

 有害ごみ・危険ごみ 
隔週 1回又は週 1回 
燃やさないごみと同じ曜日に収集 

無料 

資源ごみ（プラ容器以外） 週 1回 無料 

プラ容器包装 週 1回 無料 

大型ごみ（事前申し込み） 町が収集日を指定 

ごみ処理券（1枚 100円） 

10kg未満           100円（税込） 

10kg以上 30kg未満  200円（税込） 

30kg以上 50kg未満  400円（税込） 

50kg以上 100kg以下 600円（税込） 

在宅医療ごみ 
週 2回 

燃やすごみと同じ曜日に収集 
無料 

 収集運搬作業は、町直営と委託業者 7 社で行っている。収集するごみ区分、収集車両台数、作

業人数等の体制を表 1-3-11 に示す。 

表 1-3-11 収集運搬作業体制 

作業形態 収集するごみ区分 収集地区 
業者数 

（社） 
車両形式 

車両台数 

（台） 

作業人数 

（人） 

直営 

燃やすごみ 

燃やさないごみ 

資源ごみ 

プラ容器包装 

全地区 ‐ 軽トラック 1  2  

委託 

燃やすごみ 

燃やさないごみ 

プラ容器包装 

全地区 2  パッカー車 5  27  

燃やすごみ 

プラ容器包装 
全地区 4  パッカー車 7  21  

資源ごみ(プラ容器包装以外) 

※一部プラ容器包装も回収 
全地区 1  4tトラック 5    31  

合計 7  - 18  81  

※直営はごみサポート収集事業 



17 

 

（６）職員への教育訓練・町民への事前啓発 

 発災後速やかに災害廃棄物を処理するためには、災害廃棄物処理に精通し、かつ柔軟な発想と

決断力を有する人材が求められることから、平常時から災害時対応能力の維持・向上を図る必要

がある。そのため、職員においては、防災関係機関あるいは防災組織が実施する防災訓練等も活

用しながら、組織や連絡体制の確認・強化と災害廃棄物処理に対する対応力の強化を図る。また、

国や北海道で開催する研修などに積極的に参加し、災害対応に係る知識等を習得するとともに関

係機関とのネットワークづくりに努める。 

地域住民に対しても、地域防災訓練や防災講座への積極的な参加を促進し、町内会などを対象

とした研修を実施することにより、災害廃棄物の適正排出等にかかる事前の啓発を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


